
１．中教審答申が示す教員の働き方改革の限界
（１）本稿の目的

教員は日々の授業や児童生徒とのやりとり，ま
た同僚との関係の中で，常に意思決定を行ってい
る．特に授業場面に代表される児童生徒との関係
においては予測できない事態が生じるのが通常で
あり，「子どものため」を基準として，教員によ
る短時間での意思決定は日常的に行なわれてい
る．また教員が意識しているとは限らないが，そ

の決定には子どもたちの人生を大きく左右するも
のも含まれる．その点で，教員という仕事は重大
な決定を行う仕事だということができる．しかし
学校組織，学校教育制度等に対して教員はどのよ
うな決定の力を持っているのであろうか．個々の
教員の声は，学校という組織を運営するに際して
は，どのくらいの大きさで聞こえているのだろ
うか．

現在のわが国の学校教育をめぐる最大の課題の
一つが，教員の働き方の問題であり，課題として
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では，2019年度から１節を割いて教員の働き方を
記述するようになり，2020年度，2021年度の白書
にも2019年とほぼ同様な記述が見られる．2019年
度の白書を見ると「学校における働き方改革の推
進」と題された節の冒頭で，「教職員に対する多
様な期待は，長時間勤務という形で表れており，
教員勤務実態調査（平成28年度）の集計でも，看
過できない教師の勤務実態が明らかとなりまし
た．教育を支える教師の長時間勤務の是正は待っ
たなしであり，意欲と能力のある人材が教師を志
さなくなり，我が国の学校教育の水準が低下する
ことは，子供たちにとっても，我が国や社会に
とってもあってはならないことです」（文部科学
省 2020:122）と述べられており，教員の長時間労
働に対する危機意識を担当行政である文部科学省
が強くもっていることがわかる．

この現状認識の背景には，2014年にOECD「国
際教員指導環境調査（TALIS2013：Teaching and 
Learning International Survey2013）」により日
本の教員の長時間労働の現状が数値をもって示さ
れたことがある．以前から教員の働き方の課題は
指摘されていたが，OECD諸国等との比較によっ
て明るみになった日本の教員の長時間労働に対し
て，文部科学省も2017年４月に「第２回教員勤務
実態調査」を実施し，同年，中央教育審議会に教
員の働き方改革の総合的方策を諮問することに
なった．この諮問を受けて，中央教育審議会は
2019年１月に「新しい時代の教育に向けた持続可
能な学校指導・運営体制の構築のための学校に
おける働き方改革に関する総合的な方策につい
て（答申）」（以下，「働き方改革の総合的な方策
答申」）を発表した．待ったなしといってよい教
員の働き方改革に対して，どのような答えを審議
会が提示するのか，期待をもって待たれた答申で
あった．

しかし答申では，勤務時間管理の徹底と勤務時
間・健康管理を意識した働き方改革の促進，学校
及び教師が担う業務の明確化・適正化，教師の勤
務の在り方を踏まえた勤務時間制度の改革，学校

における働き方改革の実現に向けた環境整備，な
どが提案されたものの，「教師の勤務の在り方を
踏まえた勤務時間制度の改革」については，多
忙問題の中核にある給特法（正式名称は「公立
の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す
る特別措置法」）維持が示され，問題解決の困難
さを再確認することになった１）（中央教育審議会 
2019:46）．
（２）「働き方改革の総合的な方策答申」の評価

中央教育審議会初等中等教育分科会「学校にお
ける働き方改革特別部会」の部会長である小川正
人は，この「働き方改革の総合的な方策答申」の
評価と課題について述べている．

まず，教員の大幅な増員が改善方策として位置
づけられなかった理由について，第１に，教員の
大幅な増員には膨大な追加財源を必要とするため
政治的に極めてハードルが高いこと，第２に，近
年の政府の教育政策の優先順位が，供給サイドで
はなく受給サイドに移行していることがあると述
べている（小川 2020:227-8）．

後者について簡単に説明すると，現在の教育政
策は，教員定数改善等ではなく家庭・子どもに直
接的に新規施策や予算拡充が図られているという
こと，言い方を変えると「教育条件整備」から

「学習条件整備」へと移行したのである．この移
行の理由の一つ目は，少子化の中で学校教育は量
の拡充政策の時期は終わったということ，二つ目
が，教育活動が学級を基盤とした「集団」ベース
から「個」のニーズを尊重する段階に進んできた
こと，三つ目が国民にアピールしやすい教育政策
が選択されるようになってきたことである．「教
育条件整備」から「学習条件整備」への移行例と
しては，2009年に民主党政権が行った高校授業料
無償化があげられるが，その後，2019年に消費税
率２％アップによって生まれた財源の一部を，官
邸の意向により財務省の当初計画を変更して幼児
教育と高等教育の無償化に当てたこともあげられ
るとしている．また小川は，この変更によって財
務省に対して新たな教育施策のために追加財源を
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要求することが難しくなった側面もあると指摘し
ている（小川 2020:227-30）．この学習条件整備へ
の方向転換は，中央教育審議会が2021年示した

「令和の日本型学校教育」や，教育格差問題の解
決の方法として強く求められるものとも一致する
と考えられる． 

また給特法についても法的に問題を多く抱えて
いることから，小川自身は教員の長時間に渡る時
間外勤務を抑制するためには給特法の改廃は避け
られないという立場にあることを言明している
が，改廃を検討するうえで政治的・財政的制約が
あり，給特法の見直しはこの答申では見送られる
ことになったと述べている（小川 2020:232-4）．

このような限界があると小川は述べるが，その
中で文部科学省は，今後，教員の業務の明確化・
適正化による業務量の削減，勤務時間等の実態の
客観的把握を行っていく立場をとることを示し
た．この今後の取り組みの課題として小川は，働
き方改革における教員の業務の明確化，適正化と
いう取り組みは，業務内容を明確化するという意
味で学校をメンバーシップ型組織からジョブ型組
織に変えていこうという趣旨をはらんでおり，具
体的には「チームとしての学校」をどのように構
築していくかをあげている（小川 2020:230-1）．

この「チームとしての学校」は，2015年の中央
教育審議会答申で示されたもので，学校に新たな
専門家を迎え入れることを求めており，目立った
動きとして部活動の地域移行を進める方針なども
示された．チーム学校を実現するには，これまで
学校が行ってきた役割を担う学校の外部環境の整
備という大きな課題があるが，学校，また教員に
も専門性の線引きが求められ，こちらも大きな課
題である．

また小川は，「働き方改革の総合的な方策答申」
が示したガイドラインの積極的に評価すべき点に
ついて，給特法で定める「超勤４項目」以外の時
間外勤務も「在校等時間」として時間管理の対象
としたことをあげている．管理をしても残業代が
出るわけではなく「ただ働き」の実態は変わらな

いが，教員の「自発的行為」として可視化されて
いなかった勤務が可視化されたことは大きいと述
べている（小川 2020:239）．小川が可視化と述べ
ていることは，教員の勤務が客観的に把握はされ
るようになったということである．隠されていた
教員の勤務が明確になるとは，教員自身の仕事や
労働環境に対する意思が表にでるようになったと
みることもできよう．文部科学省が「チーム学
校」として求める学校のジョブ型組織への変更の
一歩が踏み出されたとも解釈できる．

このように「働き方改革の総合的な方策答申」
は，教員の働き方改革に対しては非常に限定的な
改善方針しか示すことができなかったと言わざる
を得ず，さらに教員の働き方改革は文部科学省の
力だけでは困難であることを改めて強く示すこと
になった．また，教員の働き方を変えるためには，
学校という組織の在り方自体をジョブ型へ変える
大きな組織変更を求めることも明らかになった．

そこで本稿は，学校に求められる過剰な職務内
容と職務量を教員の増員によって解決することが
非常に難しいことが示され，他方で大きな組織改
革が働き方改革には必要であることが明確になっ
た中で，学校現場の教員が，組織に対する自分た
ちの力をどのようにとらえているかについての現
状を把握することを目的とする．そのうえで，変
化を迫られている当事者である教員が，求められ
続ける業務量の拡大に対して，「子どものため」
を理由にそれを受け入れ続けてきた教職という仕
事を変えていくためには何が必要なのかを考察し
ていく．

考察にあたっては，OECD調査，TALIS2018
から学校組織の中で現場の教員が発揮している
リーダーシップの様子，意思決定の様子について
海外との比較で示すことと，2020年のコロナ禍で
起こった学校休業要請に際しての現場での意思決
定の様子を材料としていく．

それではまず，TALIS2018を見ていこう．

教員の働き方改革の行き詰まりの中での「子どものため」教員文化読み替えの必要性

― 143 ―



２．TALIS2018から見た日本の教員のリーダー
シップ，自律性，意思決定の力

（１）校長のリーダーシップ，自律性，意思決定
の力

①リーダーシップの重要性
本稿で参照するOECD の調査は，「国際教員

指導環境調査（TALIS：Teaching and Learning 
International Survey）」である．TALISは2008年
に第１回，2013年に第２回，2018年に第３回調査
が行われており，日本は第２回調査から参加して
いる．2013年に行われたTALIS2013は2014年に
公表され，先に述べたが，国際的に見た日本の教
員の労働時間の長さを改めて示して大きな注目を
集めた．しかしこのTALIS調査は教員の労働時
間だけでなく，「校長のリーダーシップ」「職能開
発」「教員への評価とフィードバック」「指導実
践，教員の信念，学級の環境」「教員の自己効力
感と仕事への満足度」等についても質問してお
り，教員の働き方を学校の環境やリーダーシップ
の在り方などから考察することも可能である．そ
こで本稿ではTALIS2018のリーダーシップ項目
に注目し，教員の学校組織変革の可能性について
考察する．

その前に，OECDが教員のリーダーシップに注
目する理由を確認しておこう（なおTALIS2018
調査の対象者は前期中等教育をコアとして，初等
教育，後期中等教育も一部調査対象としている
が，本稿では前期中等教育の教員及び校長の結果
のみ対象にする）．

OECDは，アカウンタビリティの強化が進めら
れ，さらに児童生徒の多様性への対応の必要性
が高まる学校におけるスクールリーダーシップ
が，OECD諸国にとって教育政策上の優先事項
となったと述べている（国立教育政策研究所編 
2020:204）．また，スクールリーダシップは「教
員のモチベーションや能力，学校の雰囲気や環
境に影響を及ぼすことで，学校の成果（school 
outcomes）を向上させる上で重要な役割を果た
す．学校教育の効率と公平性を向上させるために

は，効果的な学校のリーダーシップが不可欠なの
である」ととらえられており，現在の学習指導要
領でも強調された「マネジメント」が現状維持を
志向した業務の進行管理であるのに対して，「リー
ダーシップ」は意図的な影響プロセスによって他
者の動機付けや態度を生み出し，変化を生み出す
基礎となる働きかけであるとして，マネジメント
との違いを明確にしている（国立教育政策研究所
編 2020:204）．日本に限らずOECD諸国の学校に
おいては，学校現場の教員による積極的なリー
ダーシップの発揮が求められているのである．

また本稿が特にリーダーシップに注目する理由
は以下の通りである．第一に，教員の多忙問題を
抱える現在の学校という組織が，現状維持ではな
く，教員のモチベーションや職務の効率化による
組織変化を必要としていると考えるからである．
また第二には，「スクールリーダーシップ」は校
長の専有物ではなく，多様な主体が発揮する点に
ある．リーダーシップを分散することは，学校成
果の向上や校長のストレス軽減などの効果がある
と考えられる（国立教育政策研究所編 2020:221）
が，本稿で注目する教員の働き方の改革には，例
えば「チーム学校」の推進の中で学校外部の関係
者らとのリーダーシップや権限の分散，仕事の境
界決定等に対して，今後は教員も専門職という立
場からより積極的に意見を述べ，リーダーシップ
を発揮することが必ず求められると考えるからで
ある．

またOECDはスクールリーダーと教員の権限付
与についても言及しているが（国立教育政策研究
所編 2020:205），現在の日本の学校は，働き方の変
更やそのことを実現するための組織変化といった
職務や組織に関する意思決定が必要である．また，
意思決定を行うためには当事者である教員に自律
性と権限付与が求められる．

それでは調査から明確になった日本の校長，教
員のリーダーシップの現状について少し詳しく見
ていこう．
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②校長の自律性と教育行政
調査では，校長に「人事」「予算」「学校の方

針」「カリキュラム及び指導」の４領域，11の具
体的学校業務について「重要な責任」を持つのは
誰かと質問し，校長の自律性について明らかにし
ている．回答選択肢の「自律的」とは学校内部の
主体のみが重要な責任を担っている場合で，他の
選択肢には「非自律的（教育委員会・文部科学
省）」「混合（学校内部と教育委員会・文部科学省
の双方）」があり，この質問は教育行政に対する
校長の意思決定の自律性を見たものであることが
わかる．

結果を見ると，「生徒の品行規則の設定」「生徒
の評価方針の設定」の二項目が参加国平均よりも
日本において「自律的」と答える割合が高かった
が，それ以外の９項目では日本で「自律的」と
分類される割合が低く，「教員の採用」が日本
12.3%，参加国平均66.4%，「教員の解雇又は停職」
が日本7.9%，参加国平均60.2%，「生徒の入学許
可」が日本36.3%，参加国平均71.0%，「教科書・
教材の選定」が日本23.8%，参加国平均78.6%，で
いずれも30ポイント以上低く，人事に関する自律
性が目立って低いことがわかる．この質問が教育
行政に対する意思決定の自律性を見た質問である
ため，教育委員会等との関係における校長の自律
性は海外と比較して低いと言うことができる．

また校長と国・地方自治体等との関係について
直接たずねた質問の結果を日本と参加国の回答の
比較で見ると，「この学校の教職員から受ける支
援に対して満足している」は日本87.0%，参加国
平均92.3%，「国，地方自治体から，より多くの支
援が必要である」は日本95.7%，参加国平均71.2%
であり，国，地方自治体からの支援を日本の校長
は強くもとめていることがわかる（国立教育政策
研究所編 2020:251）．これらのことから，日本の
校長は，教育行政に対しての自律性は海外と比べ
低く，独立したリーダーシップを発揮していると
は言えない状況である．

③弱い校長のリーダーシップ　
また学校内部での校長のリーダーシップについ

て，調査では校長に11のリーダーシップ行動をど
の位の頻度で行っているかを質問している．11 
のリーダーシップ行動は「教育的リーダーシッ
プ」「管理的リーダーシップ」「システムリーダー
シップ」の３グループに分けられる．結果を見る
と，日本の校長は参加国と比べて11項目のうち１
項目を除いて「頻繁に」又は「非常に頻繁に」と
答えた割合が低い状況であった．ここで「管理的
リーダーシップ」「システムリーダーシップ」に
関する質問に注目してみよう．
「管理的リーダーシップ」についての質問は

「学校事務に関する手順や報告について見直した」
「時間割に関する問題を解決した」の２つ，「頻繁
に」又は「非常に頻繁に」と答えた割合は前者
が，日本が9.6%，参加国平均が69.2%，後者が日
本8.1%，参加国平均が45.7%で，海外との差が大
きいことと，１割未満の校長しか「管理的リー
ダーシップ」を発揮していないことがわかる．
「システムリーダーシップ」に関する質問は

「保護者に学校と生徒の成果についての情報を提
供した」「困難を感じている業務について他校の
校長と協働した」であり，回答は，前者が日本
41.9%，参加国平均が61.4%，後者が日本19.6%，
参加国平均が38.4%であった（国立教育政策研究
所編 2020:233-6）．

いずれの結果からも，日本の校長は学校内にお
ける業務改善に対して積極的にリーダーシップを
発揮している状況ではなく，課題や情報を学校外
と共有する度合いも低いといえる．

ここまでの校長のリーダーシップやそれを支え
る自律性について海外との比較の結果を見る限
り，学校現場は校長のリーダーシップが強く発揮
されておらず，学校から学校組織を変化させるこ
とに積極的であるとは言えないことがわかる．
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（２）教員の意思決定の力と教職満足度
①教員が主導権を発揮する場

次に教員に注目しよう．OECDは報告書にて
「教員が学級内だけでなく学級外でも同僚教員と
連携し，勤務校の相対的改善に向けて発揮する教
員リーダーシップの持つ潜在力が，今日，広く認
識されるようになった．その教員リーダーシップ
が発揮される上で欠かせない条件は，教員が自ら
の仕事に必要な自律性をもつことである」（国立
教育政策研究所編 2020:253）と述べている．本稿
で課題として取り上げている教員の働き方の問題
の当事者は教員であるが，この課題を解決するこ
とも含め，学校現場では組織改革に向け個々の教
員のリーダーシップの力が発揮されることが期待
される．報告書では調査結果が十分に示されてい
ないため判断が難しい点があるが，いくつかの知
見を紹介したい．

まず調査では「以下のことについてどの程度主
導権をもっているか」と教員に質問している．内
容は，「教育課程の内容の確定」「教授法の選択」

「生徒の学習の評価」「生徒のしつけ」「宿題の量
の決定」の５項目であるが，どの質問も「当て
はまる」と「非常に良く当てはまる」の合計が
日本，参加校平均とも70%以上であり，学級での
生徒に向けての指導については教員が主導権を
もっている状態であった（国立教育政策研究所編 
2020:258）．

しかし社会からの教員評価に対する見解につい
ての３つの質問の「当てはまる」と「非常に良く
当てはまる」の合計を見ると，「この国や地域で
は，教員の意見は政策立案者に高く評価されてい
る」は日本10.1%，参加国平均20.2%，「この国や
地域では，教員は教育政策の決定に意思を反映で
きる」は日本8.9%，参加国平均29.6%，「この国や
地域では，教員はメディアに高く評価されてい
る」は日本7.9%，参加国平均24.9%であった．ど
の項目も日本の教員の数値は低く，特にほとんど
の教員が自分の意見が政策に反映されてはおら
ず，メディアも教員を厳しい目で見ていると考

えていることがわかる（国立教育政策研究所編 
2020:267）．この数値の低さは何を意味している
のであろうか．教員は，教室の中や子どもたちに
対しては主導権を発揮して頑張っているが，学校
外に対しては自分たちの仕事が社会から理解され
ていないと考えている．多忙な教員が身動きでき
ないでいる姿を数字が示していると解釈すること
ができる．

また，TALIS調査では，教員と校長に変化や
革新への対応について質問している．

まず教員の様子を見てみよう．質問は「この学
校のほとんどの教員は，指導や学習についての新
しいアイデアを発展させる努力をしている」「こ
の学校のほとんどの教員は，変化に対して前向き
である」「この学校のほとんどの教員は，問題を
解決するために新しい方法を模索している」「こ
の学校のほとんどの教員は，新しいアイデアを活
用するために，互いに，実際に役に立つサポート
をしあっている」である．結果を見ると，日本も
参加国平均も「当てはまる」と「非常に良く当て
はまる」の合計が７割から８割であり，変化に対
して積極的な様子が読み取れた．また詳しくは紹
介しないが，校長も変化を受け入れる姿勢を示
しており，学校は変化に対して後ろ向きではな
いことがわかる（国立教育政策研究所2019:92-5）．
しかし，TALIS調査が尋ねている変化の内容は，
１問が学習指導に関するものであるが，他の質問
は何に対する革新性かを判断することができず，
学校組織の変化や組織がもつ問題解決に対して積
極的であるかどうかは判断できない内容である．
「革新的な教員」といった際に，私たちがイ

メージするのは授業の改良を行う教員であって，
学校組織を変革させる教員ではないだろう．しか
しOECDも報告書で述べているように，現在の学
校は，より効果的な教育実践実現のために，学校
組織を変化させることも求められており，その組
織変革の主体として役割を遂行する教員への期待
が生まれている．多忙という現状ではあるが，そ
の現状があるからこそ日本の学校現場にも求めら
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れる役割であろう．
しかし，教員自身の働き方の変革が求められる

日本の学校では，課題解決のための変革を促す教
員のリーダーシップは，海外の教員と比べて強力
に発揮されているとは言えない．この傾向は校長
にも見られるもので，授業は個々の教員が作り上
げるものであるが，学校組織を変化させるのは，
教育行政から発せられる政策であるとする考えが
強いと調査結果から仮説的に言うことができるの
ではないだろうか．個々の学校を運営するのは校
長をトップとする教員組織であるが，その運営を
大きく「授業の運営」と「学校組織の運営」と考
えた場合，二つの運営の自律性，リーダーシップ
の在り方には違いがあるのではないだろうか．そ
こで次に，仕事に対する評価と満足度について見
ていこう．
②教職の評価と満足度

報告書では「教職は社会的に高く評価されてい
る」の項目に「当てはまる」又は「非常によく当
てはまる」（以下，「当てはまる」と表記）と回答
した教員の割合を示している．結果を見ると，日
本では教員の34.4%，校長の45.4%が当てはまると
回答しており，参加国平均（32.4%，44.1%）と
ほぼ変わらない状況である．ただし，参加国も含
めて，教職が社会的に高く評価されていると考え
る教員が半数以下であることはどのようにとらえ
るべきか．またこの評価を，終身雇用（日本では
正規雇用に該当）と有期雇用（日本では非正規雇
用に該当）と比較すると，日本では終身雇用が
35.0%であるのに対し，有期雇用は44.2%で，終身
雇用者の方が教職の社会的評価を肯定的にとらえ
ていないことがわかる．

次に満足度について，調査では「教職そのもの
に対する満足度」を４つの質問で，「現在の仕事
環境に対する満足度」については５つの質問でた
ずねている．

まず「教職そのものに対する満足度」について
見ると，日本の教員は３つの質問は参加国平均と
大きく変わらない．しかし「もう一度仕事を選

べるとしたら，また教員になりたい」について
は，当てはまると回答した教員は日本で54.9%で
あったのに対し，参加国平均は75.8%で20ポイン
ト近い差がある．校長については「教員であるこ
とは，悪いことより，良いことの方が明らかに多
い」と「もう一度仕事を選べるとしたら，また教
員になりたい」がそれぞれ58.4%，61.9%で，参加
国平均の78.6%，85.8%と比べて20ポイント以上の
違いが見られ，満足度が高いとは言えない．この
点について報告書では「前回調査からの経年調査
から，他職種と比べた視点で教職の魅力を実感し
にくくなっていることが示唆され，現職教員の意
識的にも教職そのものに対する満足の低下が生じ
ていた」（国立教育政策研究所 2020:31）と数値を
解釈している．
「現在の仕事環境に対する満足度」については，

日本の教員は５つの質問の全てで，また校長は４
項目で参加国平均と比べると満足度が低い．質問
項目と当てはまると回答した日本の教員，校長の
比率は以下の通りである．「可能なら別の学校に
移動したい」は教員31.0%，校長13.4%，「現在の
学校での仕事を楽しんでいる」はそれぞれ78.4%，
86.5%，「この学校を良い職場だと人に勧めるこ
とができる」は61.5%，88.6%，「学校での自分の
仕事の成果に満足している」は，49.0%，62.6%，

「全体としてみればこの仕事に満足している」は
81.8%，93.0%であった．参加国平均と比べて差が
大きい項目は，教員の場合は「この学校を良い職
場だと人に勧めることができる」で日本はマイナ
ス21.8ポイント，「学校での自分の仕事の成果に
満足している」が教員マイナス43.7ポイント，校
長がマイナス30.7ポイントであり，「全体として
みればこの仕事に満足している」での差がいずれ
も10ポイント以内であるのに対して，差が非常に
大きくなっている．

次に，教員のストレスについては，「仕事上の
ストレスを感じる」の質問に「全くない」と答え
た教員は日本で6.0%，参加国平均で12.3%，「私生
活を送る時間を確保できている」に「全くない」
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と答えた教員が日本16.1%，参加国平均8.2%で
あったことから，報告書では日本の教員はストレ
ス水準が国際的にも高いと評価している．ストレ
スと満足度の間には統計的に有意な負の相関がみ
られることも報告書では述べており，教員のスト
レスを軽減させるためには教職の満足度を低くし
ている要因をつかむ必要がある（国立教育政策研
究所2019:44-58）．TALIS調査では教員のストレ
スの背景要因を「事務的な業務が多すぎること」

（日本52.5%，参加国平均46.1%）が最も強い要因
と述べているが，日本は他国と異なり２位に「保
護者の懸念に対応すること」（43.5%）が来てお
り，この点に日本の特殊性があるとしている（国
立教育政策研究所2019:63）．

なお，満足度に関連して，雇用条件としての
「給与」と「給与以外」の満足度をたずねた結果
を見ると，給与についての教員の満足度は参加国
平均が39.3%，日本は41.8%でほとんど違いがない
が，「給与以外」は参加国平均が65.6%であるのに
対して日本の教員は39.9%で大きな違いがある．
報告書ではこの違いをどのように解釈するかは今
後の研究課題としている（国立教育政策研究所
2019:151）．

日本の教員の働き方については突出した長時間
労働と給特法の法的課題の解決が求められている
が，調査でわかった満足度との関係でいえば，「給
与以外」での課題解決を第一に必要としていると
仮定することができる．この「給与以外」とは何
を指すのか，またどうしたら給与以外の満足度を
高めることができるのかについてはさらに考察を
深める必要がある．しかし学校現場が現在抱える
課題に対する予想される解決は労働時間の減少で
あることを考えると，この給与以外は労働時間と
見ることが可能である．この課題に対して，日本
の教員はリーダーシップと自律性をもって現状を
変えることができるとは言いづらい状況が指摘で
きる．

３．コロナ禍での臨時休業要請と教員の自律性
（１）コロナ禍での学校の意思決定と自律性

ここまでTALIS調査から学校のリーダーシッ
プの様子を見てきたが，実際に学校のリーダー
シップや意思決定の力が強く求められる事象が
2020年に生じた．2020年２月27日の全国一斉休業
の要請である．休業要請とは，首相官邸に置かれ
た「新型コロナウィルス感染症対策本部」が2020
年２月27日に発表したもので，安倍首相（当時）
から全国の小中学校と高等学校，特別支援学校に
対して「新型コロナウィルスの感染対策としての
全国小中高等学校等一斉休業の要請」として３月
２日から春休み期間まで学校の臨時休業が要請さ
れた．

この要請は突然の発表であったこと２）と，27
日の夕方の発表から休業開始までに時間が無かっ
たことから，学校現場は大きく混乱したと考えら
れる．また「要請」ではあるが期日が示されてお
り，学校や教育委員会はこれまで経験したことが
ない事態であったことから，要請受け入れか否か
の検討と休校に向けての準備を同時に進める必要
があり，教育現場では少ない情報の中にあっても
様々な意思決定が短期間になされたと想像でき
る．この当時の様子を，教育行政学を専門とする
末冨芳らが教育委員長へのインタビュー調査と都
道府県と市区町村教育委員会を対象としたアン
ケート調査によって明らかにしている３）．また筆
者もこの休業要請時の教員の様子の把握を目的と
して非常に小規模な調査を行った４）．これらの情
報を元にして，これまで学校が経験したことがな
かった「全国小中高等学校等一斉休業の要請」の
中での教員のリーダーシップ，意思決定について
考えていきたい．

（２）調査からみえる休業要請の中で行われた意
思決定

①突然の休業要請に対して
休業要請が発出された27日，28日の学校はどの

ような様子だったのだろう．筆者調査では休業要
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請の内容を知ったときに考えたことについて質問
した．

回答を見ると，「とにかく時間がない．教員と
保護者が同じタイミングで知るのは怖い（小学
校教員Ａさん）」，「コロナが流行っているのは
ニュースになっていたが，全国一斉に休校をす
るほどの問題になるとは思っていなかった．（小
学校Ｂさん）」，「私たちもニュース報道で休校に
ついて知ったのでただただ驚き（小学校Ｎさん）」
とあり，大きな驚きをもって発表を聞いたことが
わかる．同様のことは，末冨らの教育長へのイン
タビュー調査やアンケート調査からも確認できる

（末冨 2022a:199）．
また筆者の調査からは，27日，28日の午前中の

学校では要請を受け入れるか否かの議論はなされ
ておらず，教育委員会からの連絡を待つ様子がわ
かる．「政府の発表のみで教育委員会がまだ動い
ていなかったので，一担任では何もできなかっ
た．（27日，小学校Ｂさん）」，「朝の段階では具体
的な内容は市教委の判断待ちということだった
が，学年で相談し，休校に備えた課題プリントを
用意した（28日，小学校Ｄさん）」，「午前中に委
員会の方針が決定することになっていたので，そ
れまでは，子どもたちにも保護者にも今後の方針
を伝えませんでした．（28日，小学校Ｈさん）」と，
学校では教育委員会からの指示を待っている．

他方，市区町村教育委員会ではこの期間に協議
がなされていた．末冨らの市区町村教育委員会ア
ンケート調査では，２月末から３月初旬の一斉
臨時休業を決定する過程で協議した団体を複数
回答で尋ねているが，最も多かったのが「市区
町村長」の87.4%，次が「教育委員会指導課」の
68.1％で，「校長会」は第３位の62.2%であり，現
場の意見としての校長の考えは最優位ではなかっ
たことがわかる（末冨 2022a:132）．これらの結
果から，要請に対する対応決定に際して，学校現
場の声としての校長のリーダーシップが発揮され
ていたとは言えないことがわかる．また「市区町
村長」が１位で「教育委員」が４位であったこと

から，首長の権限が強かったこともわかる（末冨 
2022a:132）．

このような意思決定の在り方は「現場はつくづ
く指示待ちなんだなと思いました．（小学校Ｈさ
ん）」，「学校という機関が行政に頼り切っている
ことが浮き彫りになった．（小学校Ｋさん）」と，
学校現場の教員に教育委員会との関係における学
校の決定権の弱さを認識させることにつながって
いる．

TALIS調査でも日本の教員の組織の運営にあ
たってのリーダーシップや自律性の発揮はOECD
諸国と比較して決して高くないことは示されてい
たが，異例の事態ではあるが，コロナ禍での学校
は緊急事態であっても教育行政からの指示を待っ
ており，学校として強くリーダーシップを発揮す
る状態ではなかったことがわかった．
②休業前までの短期間に教員が行ったことと休業

の評価
しかし，休業開始までの時間が非常に短い中

で，判断を待つ時間に教員は様々なことを行って
いる．回答としてあげられたことは，「テスト・
プリントの丸付け」「通知表・指導要録の作成」

「学級通信の作成」「卒業式の準備」といった日常
的な業務や学期末の業務の遂行及び前倒しでの遂
行，また「休業中の課題の準備」「児童生徒に渡
すものの整理，準備」「児童生徒に持ち帰らせる
ものの準備」などの休業に備えての業務などで
あった．児童生徒と家庭に向けての内容が多いこ
とがわかる．

なお，末冨らが行った市区町村教育委員会対象
の調査によれば，市区町村教育委員会が休業中に
実施した取り組みで半数以上の教育委員会が実施
したものは，「担任からの定期的な電話連絡」で
89.2%，「休業中の補助教材（ワークシート・ドリ
ル）の作成」で86.7%，「休業期間中の登校日の設
定」69.2%，「教員・SC・SSWの気になる家庭へ
の訪問」68.3%，「授業の動画作成・動画配信」が
54.2%，「生活習慣のための日記・生活ノートの作
成・配布」51.7%であった．なお一斉休校の終了
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日として最も多かったのは５月31日で休校は春休
みも含んで３か月におよんだことがわかる（末冨 
2022a:133-7）．この末冨らの調査があげた内容は
著者の行った調査の回答内容と共通するものが多
く，休業が要請されて直ちに教員が教員の判断で
行った準備は妥当な内容であったと考えることが
できる．

またこの休業要請についての教員の評価は，
「あくまで要請だということで，要請通り週明け
の月曜から休校になるとは思っていなかった（中
学校Eさん）」，「文部科学省や，市区町村への連
絡がないまま，テレビで会見するのはどうかと思
う．ましてや，先生方の勤務時間が終っている時
間，そして子供たちがテレビを見る時間．現場は
大混乱していた．（小学校Ｆさん）」，「子供の学習
権が消失したようにも思える．急に言われても困
る．子供たちの終わっていない学習はどのように
補填するのか．（小学校Ｉさん）」，「教員に情報が
おりてくるのが遅すぎる．休校要請の後，教育委
員会が休校に踏み切るまで時間がかかりすぎる．

（小学校Ｎさん）」とあるように，休業中の学習に
ついての準備が成されていない中で，学校の状況
を斟酌せずに休業が発表されたことに大きな疑問
が示された．

しかしコロナ感染との関係では，「学校休業と
いう措置自体は妥当と考える．（小学校Ｅさん）」，

「子どもの安全を守る点に関しては適切な対応か
もしれないが，急に言われても現場は動けない．

（小学校Ｆさん）」，「社会的に影響を与える判断
で，新型コロナウイルスに対して真剣に向き合っ
ていかなければならないという人々の認知をもた
せるきっかけになったとは思います．（小学校Ｈ
さん）」と休業自体には理解を示す声が多かった．

これまで示してきたように，休業要請について
は，現場を混乱させる形での要請に対する疑問
と，「学校だけ休業にしても感染拡大は免れない
と思うが，子供たちの命を守るためならしょうが
ないと思う．（小学校Ｃさん）」，「学校休業に関し
ては英断だと思う．ただ，保護者が働きに出た

り，教員が学校に通勤する際に保菌する可能性が
高いので効果としては薄いと思う．（中学校Ｊさ
ん）」とあるように，効果への疑問も示さている．
また詳しく述べないが，休業による児童生徒の学
習の遅れに対しても対策が明確に取れない不安が
教員にはあったことも確認できた．しかし未知の
感染症に対して，最終的にはこの休業判断は受け
入れざるを得ないという評価が成され，「ある程
度効果はあると思うが，休業したことによるデメ
リットの方が大きいと思う．（中学校Ｌさん）」と
いう中で，学校はその後の対応に追われていくこ
とになる．

また末冨らは調査結果から，休業要請時の教育
委員会，校長のリーダーシップについての在り方
を次のようにまとめている．すなわち，「児童生
徒のために『できることはなんでもやる』」とい
う「教育長・教育委員会の取り組みは，あくまで
全国一斉休校を受容した『上意下達の学校教育』
の中で，学校運営や児童生徒・家庭への対応に対
しての教育長の権限・リーダーシップが発揮され
た」（末冨 2022b:217）のであり，学校は児童生
徒や家庭に対するリーダーシップや自律的な意思
決定の力を発揮できるが，教育行政に対して学校
組織としての意思決定の力は強いとはいえないと
している．学校は児童生徒の学習を作り上げる現
場であり組織ではあるが，学校ができる決定に限
界があり，この延長で考えるならば，自身の働き
方改革に対しても強い発信力や改革のリーダー
シップを発揮できると言うのは難しい．

しかし，休業により突然に児童生徒がいなく
なった学校で，教員はこれまで見えてこなかった
学校という組織の側面を見ることにもなったので
はないだろうか．

（３）休業要請から見えてきたこと
休業は実施されることになったが，その中で教

員は新たに何を発見したのであろうか．筆者の調
査では「この休業によって教育全体が得たもので
ポジティブな側面は何かありますか」という質問
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や「この休業はあなた自身の生活に何か影響を与
えましたか」という質問等を用意した．この質問
や他の質問の結果も含めて，教員が休業から発見
したことを見ていきたい

一つ目は，学校で行われる教育内容や方法，ま
た学校の役割に関する発見である．「こういった
非常時のためにも，自分で学ぶ姿勢や方法を教え
ていくって本当に大切だと感じた．（小学校Ｄさ
ん）」，「教育内容の補填はしていくべきであると
考えるが，教育内容の精選も必要なのではない
か．何でも学校という場で教えてくれ，という考
えを見直すことも必要か．（小学校Ｉさん）」，「カ
リキュラムという考え方で積み上げていくのでは
なく，個別最適化した自分にあった学びのペース
を保証することが必要なのではないか．（小学校
Ｈさん）」，「全ての児童生徒にとって学校生活の
意義を考える機会になっていると思う．（中学校
Ｅさん）」という声である．つまり学校に当たり
前のように行けなくなった時に，学校が提供すべ
きミニマムな教育内容が見えてきたのではないだ
ろうか．この発見は，教員が働き方を再構築する
際に教員から発信されるべき主張の中心にくるこ
とかもしれない．

また以下のように学校の意味の再確認ともとれ
る記述も複数見られた．「学校は毎日あるべきだ
と思った．保護者の方の苦労や，子どもたちの生
活面，学習面のどれをとってみても，教育という
のは学校がなければ整わないのだと思った．家で
ずっとゲームをしたりお昼過ぎに起きてきたり
するという話を休業中に聞いて，心配となった．

（小学校Ｆさん）」という言葉は，教員が考える
「学校」を端的に表しているのではないだろうか．

二つ目は学校で行われる業務に関する発見で
ある．「行事等の規模を見直すきっかけになっ
た（働き方改革を進めるという意味ではポジティ
ブ）．休業前にも，『６年生を送る会』や縦割り班
活動など，やり方を見直した活動も多々．規模縮
小しても，何ら問題がないように思えたものもあ
る．（小学校Ａさん）」とあるように，行事等を縮

小，または中止せざるを得なくなった中で，逆
に肥大化した学校の活動を削減しても問題はな
いことが見えてきたということである．末冨ら
の調査でも同様の意見が収集されている（元兼 
2022:254）．

そしてさらに，結果的に日常的な多忙から解放
され，これまでの職場環境の異常さに気付くとい
う記述も多く見られた．「成績処理や教室の片づ
け，学校を整える時間ができたので気持や睡眠時
間にゆとりができた．（小学校Ｃさん）」，「学年末
のこの時期は例年，成績処理・要録作成などで忙
殺され，残業も多い．新年度の準備もまるででき
ない状態だった．今年度は臨時休業のため，それ
らの仕事が全て勤務時間内に終えることができ
た．（小学校Ｄさん）」，「年度末の処理する内容の
多さに気が付いた．これらのことを毎年だと，授
業しながら行っていたことに驚いた．今回は，そ
れらの処理を落ちついて対応できたことがよかっ
た．（小学校Ｈさん）」，というものである．「ゆっ
たりしているが教員全体の生産性は確実に下落し
た．活気はない．（小学校Ａさん）」，「学校は子ど
もがいなければつまらない．（小学校Ｎさん）」と
学校に子どもがいないことで，教員の意欲が減退
することももう一つの事実として示されたが，休
業要請は自分たちのこれまでの働き方を客観的に
見る余裕を教員に与えたといえる．

同様の発見は末冨らの調査からも見出されてい
る．調査メンバーである元兼正浩は「教育課程の
編成権はもとより各学校にあるわけで，今回あら
ためて各行事，授業時数のマネジメントを振り返
る機会になったと思われる．これまで機械的に
PDCAを廻すことがカリキュラムマネジメントと
捉える学校も多かったが，棚卸の機会になった」

（元兼 2022:255）と調査結果をまとめており，教
育行政によって示される業務を機械的に実行する
学校組織から変化するきっかけをこの休業要請は
学校に与えたとも言える．

また，筆者の行った調査では公立学校の教員で
はない３名の民間教育関係者からも回答を得るこ
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とができた．この休業要請については「学校は，
そこまでして児童・生徒の生活に介入するのか，
休業なのだから自由に過ごさせればいいものの，
学校が介入して何かを強制させることの意味はな
にか．（Ｏさん）」と「休業」の本来の意味とは異
なる学校の行動に対する不信感，また「（自分の
所属する教育機関では）教員間で会議があり，す
ぐに休校が決定しました．（Ｐさん）」や「学びた
い人がいて，それを教えられる人がいて，ネット
でつながるという縁があれば，学校や塾という

“学びの箱”は無くても案外どうにでもなるんだ
ろうなと思う．（Ｑさん）」といった，学校とは異
なる現実や考え方が示された．学校は個々に学校
業務を展開しているが，教育行政によって管理さ
れることを公的機関である以上は免れない．しか
しこのことは学校外の教育機関から見ると不自由
さと見られる．この不自由さをもって学校は学校
として機能しているわけであるが，他方で個々の
学校に決定権がある事項も当然ある．管理と自律
の間の線引きをどこにするのかについて，現在の
学校は自らが発信する必要はないのだろうか．

さてここまで示したように，学校休業要請は教
員に対して，混乱の中で対応に追われるという動
的な経験と，自らの仕事を客観的に見る時間をも
たらす静的な側面での経験をもたらした．いずれ
の経験も今までとは異なる視点で学校や自分の仕
事を見る機会となり，教員にとっては「子どもた
ちのために」と子どもたちの方向に向いていた教
員の視線を自分たちや学校という組織に向ける時
間を提供したといえる．「子どものため」に努力
することが目指していることは何か．また「子ど
ものため」を実現する環境としての学校組織につ
いての再考の時間を休業要請は教員に対して作っ
たのではないか．

４．学校組織に目を向ける新しい教員文化の
（１）「子どものため」という教員文化が目指すも

のとは
ここでもう一度，教員の働き方の問題にもどる

が，教員の働き方改革を難しくしている要因に，
教員文化が影響しているという見解がある．「職
員室内では，お金や時間に関係なく働くことを美
徳とする教師文化があり，その文化を基本的に時
間外労働の概念を有しない給特法が支えている．
また，職員室の外では，保護者も地域住民も学校
に多くの期待を寄せ，暗黙のうちに教師の越権行
為への依存度を高めつつある」（内田 2021:48）と
いう教育社会学者の内田良の指摘が示すように，

「子どものため」であれば長時間労働をも厭わな
いという教員意識をつくり上げる文化の存在が，
現在の教員の働き方を支えているといえる．

しかし教育学者の高橋哲は，「教師の労働条件
が改善されなければならない根拠は，教師の『労
働者としての権利』のためだけでなく，むしろ
子どもの『学習する権利』の保障のためにある」

（高橋 2022:16-7）ことを強調する．教員の多忙問
題は教員にとっての問題であるが，しかし教員の
仕事は，その在り方が教育を受ける子どもの学習
権にも影響を与えるという関係の中にあり，子ど
ものためにとして教育課程を無制限に拡張するこ
とは，教員に「何のために仕事をしているのか」，
そのことを見失わせることになる．このような教
員の仕事の特性から，高橋は，教員の働き方を法
的に検討するにあたっては，労働環境を守ること
ができていない給特法が労働基準法との関係で大
きな課題を内包していることを見極めるだけでは
足りず，子どもの教育を受ける権利を保障する上
で教員にそれに見合う労働条件が保障されている
か，という問いを立てて検討する必要があると述
べている（高橋 2022:17-8）．「子どもとの『直接
の人格的接触』を成り立たせるために必要な教員
の給与，労働条件を保障することは，憲法，教基
法，そして国際条約によって要請された政府の責
務といえる」（高橋 2022:22）のである．つまり現
状の学校は「子どものため」を成り立たせるため
の組織になっていないのである．

さらに高橋は，継続する過酷な労働環境は，教
育活動を「諦める」という対応をせざるを得ない
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教員を生み出したり，正規の勤務時間厳守を理由
に業務削減を至上命題とするような誤った働き方
改革が進むのであれば，こちらも同じく教育活動
を「諦める」教師を生み出すことになると指摘す
る．さらにこうした労働環境は，「子どもや親の
ニーズに向き合おうとする教育観をもつ教師たち
と，これをスルーすることもやむなしとする教師
たちとの価値対立があったときに，この労働環境
と支配構造は，後者に軍配を上げ，前者に『困っ
た教師』のレッテルを張る役割を果たしてきた」
として，寄り添わない教師を正当化する条件が生
まれていると問題を指摘している．こうした誤っ
た判断をもたらす労働環境を変え，教員の努力を
意味あるものにするためには，教師の労働条件の
改善と教育活動の自主性，自律性の保障が必要で
あると述べる（高橋 2022:265-6）．誤った判断を
しない学校に変えていくためには，教員の目を学
校という組織が現在抱えてしまっている病理に向
け，組織変革が「子どものため」に必要となる論
理を理解する必要が，教員や社会にはある．

このように教員の働く環境を変えていくために
は，高橋が述べるような教育活動の自主性，自律
性の保障が教員には必要であると筆者も考える
が，TALIS2018調査やコロナ禍での休業要請に
おける学校現場の様子から明らかになったよう
に，校長も含めた現在の日本の教員は，リーダー
シップやそれを支える自律性や意思決定の力を組
織改革に向けて十分に発揮する状況ではなく，そ
の環境も持ち合わせていないと言ってよい．

そして多忙化をもたらすことが明確である改革
という名の業務の拡大を，教員の増員も行わず，
業務削減を具体的に提示することもなく学校現場
に求め続ける教育行政は，「子どものため」とい
う教員文化が成り立つ教育現場を前提に，教育改
革を行ってきたとのではないかと疑いたくなる．
中央教育審議会の答申が教員の働き方改革につい
ての明確な処方箋を示すことができなかったとい
うことは，日本の学校が行ってきた「子どものた
めであればと業務拡大を受け入れ続ける教員文

化」の継続不可能性と変更の必然性，また今後行
われる「子どものための」の教育改革の実現可能
性の低さを，皮肉にも示すことになったのではな
いか．

それでは新しく教員に求められることとは何
か．本稿では，繰り返し取り上げてきたように，
それは，教員のリーダーシップであり，自律性で
あり，意思決定の力であると考えるが，注意すべ
きは，今求められるこれらの力は，クラス内の授
業や児童生徒に直接向けられるものではなく，学
校という組織変革に向けての力である．現在の教
員が多忙であるという現実は，組織，制度，そし
て文化を経由して作られるものである．「子ども
のため」として学級内の児童生徒に向ける意思決
定に教員のリーダーシップや自律性を限定してき
た教員文化を，教員自らが変え，学校組織の在り
方に対する意思決定にも力の範囲を拡大すること
が求められる．子どもに目を向ける教員の視線を
学校組織にも拡大すること，新しい「子どものた
め」という教員文化から学校組織を形成すること
が必要であると考える．

教育社会学者のハーグリーブスらは，教職とい
う専門職を公共の善に向けた力へ変える三つの資
本を「人的資本」「社会関係資本」「意思決定資
本」とし，専門性の本質は自由裁量の判断を実行
する能力であるとしている．「どのように判断し
たらよいかわからない，判断することが許されな
い」という仕事の仕方は専門職の仕事とは言えな
いのである（Hargreaves&Fullan 2012=2022:207-
11）．

現在の教員は判断を許されない仕事をしてい
るわけではないが，その判断の領域を教員文化が
狭めていると考えられる．その結果，仕事が成り
立たない状況が生まれつつある．繰り返しになる
が，この状況を打ち破るためには，意思決定の及
ぼす方向を変え，「子どものため」教員文化が維
持されるための意思決定ができる組織へと，教員
自身の手により学校を変える必要がある．中央教
育審議会の答申が示したように，現在の教員の働
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き方を改善させるための新たな資源が投入される
可能性は低い．待っていても変わらないというこ
とを理解し，教員自身が学校組織運営と改革のた
めのリーダーシップ，自律性，意思決定の力を，
小さなところからでも発揮する時が来たのではな
いだろうか．

　
＜注＞
１）給特法維持について，長くなるが答申では，
「直ちに現行の給特法に規定する超勤４項目を
廃止し放課後や休日等の超過勤務は全て管理職
の指揮命令の下で行わなければならないとした
り，超過勤務を命ずる際には36協定を要するこ
ととしあらかじめ超過勤務の内容や時間を決め
なければならないとしたりすることは，現状を
追認する結果となり，働き方の改善につながら
ないのではないか，また，日々変化する目の前
の子供たちに臨機応変に対応しなければならな
い学校において現実的に対応可能なのかといっ
た観点を踏まえる必要がある．（中略）した
がって，まず，勤務時間の内外を問わず包括的
に評価して教職調整額を支給し，時間外勤務手
当及び休日勤務手当は支給しないとする仕組み
も含めた給特法の基本的な枠組みを前提とした
上で，文部科学省，教育委員会及び学校がそれ
ぞれの役割と責任をしっかりと果たすことによ
り，労働安全衛生法改正により明確化された事
業者の勤務時間管理義務と上限ガイドラインの
もと在校等時間の縮減のための取組を総合的か
つ徹底的に推進し，学校における働き方改革を
確実に実施する仕組みを確立し成果を出すこと
が求められる」（中央教育審議会 2019:46）と述
べている．

２）発表１週間前からの状況を朝日新聞の記事か
ら確認すると，２月22日の朝刊で「子ども３人
感染　新型肺炎」の見出しで，北海道と埼玉県
で男児計３人が新型コロナウイルスに感染した
ことが分かり，「10歳未満の感染が判明したの
は初めて」と子どもの感染を報じている．同じ

く22日の夕刊には「中学教諭感染，休校へ　千
葉市立校の全教職員調査　新型肺炎」の記事が
載り，学校や子どもたちに感染が広がり始めた
ことがわかる．休業要請前日の26日の夕刊では，
北海道が道内の全公立小中学校約1600校につい
て27日から休校にするよう市町村教委に要請す
る方針を明らかにした，と報じられた．このよ
うに子どもへの感染が確認されてから数日で全
国一律の休業要請が発出されたことがわかる．

３）末冨芳らの調査とは，「全国一斉休校・教
育委員会対応検証プロジェクト」による調査
で，８自治体の教育長へのインタビュー調査と
32都道府県と120市区町村の教育委員会から回
答を得たアンケート調査である．アンケート
調査の実施時期は2021年２月から３月（末冨 
2022a:128）．

４）調査は2020年２月27日の安倍首相（当時）が
発出したコロナ感染防止を目的とした学校への
臨時休業要請に関するもので，調査対象者は筆
者のゼミナールの卒業生の教員（一部，教員以
外の教育関係者，またゼミナールの卒業生以外
の者が含まれる）である．方法はゼミの卒業生
で構成されるLINEで調査のお願いの文書を示
し，文書を読んで連絡が来た人から承諾をもら
い，さらに調査票を送付するというものであっ
た．調査依頼は2020年３月16日に行い，３月中
に１名を除き回答を得た．ゼミ卒業生LINE登
録者30名の他連絡が取れる卒業生３名，合計33
名に依頼した．その結果，教員15人（小学校12
人，中学校３人），教員以外の教育関係者３人
から回答を得ることができた．質問内容は，①
2020年２月27日から３月２日までに回答者が休
業要請に関連して行ったことと学校からの指
示，②休業開始までの児童生徒の様子と休業中
の過ごし方について児童生徒に指示したことと
回答者が休業中の児童生徒の生活について心配
だと思うこと，③休業中の保護者との連絡，保
護者が心配だと考えること，④休業中の自宅学
習としてのパソコンやネット利用の可能性につ
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いて，⑤休業が児童生徒，教育全体，回答者の
生活に与える影響，⑥休業をめぐっての政府，
文部科学省，教育委員会等の動きで気になった
こと，等である．
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